
な
お
、
軽
自
動
車
の
名
義
、
運
転
者
に

つ
い
て
も
障
害
の
程
度
に
よ
り
規
定
が
ご

ざ
い
ま
す
。

ま
た
、
下
記
の
軽
自
動
車
に
つ
い
て
も

減
免
の
制
度
が
ご
ざ
い
ま
す
。

・
そ
の
構
造
が
専
ら
身
体
障
害
者
等
の
利

用
に
供
す
る
軽
自
動
車（
車
検
証
に「
身

体
障
害
者
輸
送
車
」
や
「
車
い
す
移
動

車
」
等
と
記
載
さ
れ
た
も
の
）

・
公
益
法
人
等
が
そ
の
公
益
事
業
の
た
め

に
使
う
も
の

※
な
お
、
上
記
の
う
ち
、
公
益
法
人
等
が

そ
の
公
益
事
業
の
た
め
に
使
う
車
両
に

つ
い
て
は
納
期
限
の
7
日
前
ま
で
に
申

請
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

ご
自
分
の
土
地
・
家
屋
を

ご
確
認
く
だ
さ
い

土
地
・
家
屋
価
格
等
縦
覧
帳
簿

平
成
26
年
1
月
1
日
現
在
で
所
有
す
る

土
地
や
家
屋
の
価
格
な
ど
に
つ
い
て
、
固

定
資
産
課
税
台
帳
へ
の
登
録
が
完
了
し
ま

し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
縦
覧
し
て
い
た

だ
け
ま
す
。

■
縦
覧
期
間
／
4
月
1
日（
火
）
～
6
月

2
日（
月
）

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分        

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

■
縦
覧
場
所
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

□
地
方
税
法
の
規
定
に
基
づ
き
、
土
地
（
宅
地

等
）
の
価
格
の
下
落
修
正
を
行
っ
て
い
ま
す
。

■
軽
減
期
間
／
離
職
日
の
翌
日
か
ら
、
翌

年
度
末
ま
で
の
期
間
で
す
。

※
雇
用
保
険
の
求
職
者
給
付
を
受
け
る
期

間
と
は
異
な
り
ま
す
。

※
届
出
が
遅
れ
て
も
、
さ
か
の
ぼ
っ
て
軽

減
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

※
国
民
健
康
保
険
に
加
入
中
は
、
途
中
で

就
職
し
て
も
引
き
続
き
対
象
と
な
り
ま

す
が
、
会
社
の
健
康
保
険
に
加
入
す
る

な
ど
国
民
健
康
保
険
を
脱
退
す
る
と
終

了
し
ま
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

平
成
26
年
度
軽
自
動
車
税
の

減
免
に
つ
い
て

心
身
障
害
の
程
度
が
一
定
以
上
の
方
を

対
象
と
し
た
軽
自
動
車
税
の
減
免
制
度
が

あ
り
ま
す
。
申
請
す
る
場
合
は
次
の
も
の

を
用
意
し
、
平
成
26
年
4
月
2
日（
水
）

か
ら
平
成
26
年
6
月
2
日（
月
）
ま
で
の

間
に
税
務
課
ま
で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

減
免
で
き
る
の
は
、
障
害
者
の
方
一
人

に
対
し
て
一
台
で
す
。
た
だ
し
、
普
通
自

動
車
税
の
減
免
を
受
け
て
い
る
方
の
重
複

申
請
は
で
き
ま
せ
ん
。

【
ご
用
意
い
た
だ
く
も
の
】

1
／
身
体
障
害
者
手
帳
、戦
傷
病
者
手
帳
、

療
育
手
帳
、
精
神
障
害
者
保
健
福
祉

手
帳
の
い
ず
れ
か

2
／
運
転
免
許
証
（
付
き
添
い
の
運
転
者
が

い
る
場
合
、
そ
の
運
転
者
の
免
許
証
）

3
／
印
鑑
（
認
印
可
）

□
登
録
価
格
に
疑
問
が
あ
る
場
合
は
、
縦

覧
期
間
の
初
日
か
ら
納
税
通
知
書
の
交

付
を
受
け
た
日
後
60
日
ま
で
の
間
に
限

り
、審
査
を
申
し
出
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

■
平
成
26
年
度
固
定
資
産
課
税
台
帳
閲
覧

期
間

平
成
26
年
4
月
1
日（
火
）～
平
成
27
年

3
月
31
日（
火
）

　

午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
15
分

※
土
、
日
、
祝
日
を
除
く

■
問
い
合
わ
せ
／
吉
備
庁
舎
税
務
課

福 

祉

◆
◆
◆

生
活
管
理
指
導
員
派
遣
事
業

社
会
適
応
が
困
難
な
高
齢
者
（
65
歳
以

上
の
虚
弱
な
ひ
と
り
暮
ら
し
の
高
齢
者
）

の
方
を
訪
問
し
日
常
生
活
、
家
事
お
よ
び

対
人
関
係
の
構
築
に
対
す
る
支
援
、
指
導

を
行
う
事
業
で
す
。
た
だ
し
、
介
護
保
険

法
に
規
定
す
る
要
支
援
・
要
介
護
と
認
定

さ
れ
た
方
、
ま
た
は
町
内
の
同
一
区
域
内

で
子
ど
も
が
居
住
し
て
い
る
場
合
は
、
本

事
業
の
サ
ー
ビ
ス
は
利
用
で
き
ま
せ
ん
。

こ
の
事
業
に
は
利
用
料
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

ひ
と
り
暮
ら
し
老
人
等
あ
ん
し
ん

シ
ス
テ
ム（
緊
急
通
報
装
置
）貸
与

介
護
認
定
を
受
け
て
い
る
ひ
と
り
暮
ら

し
高
齢
者
の
方
、
ひ
と
り
暮
ら
し
の
重
度

身
体
障
害
者
の
方
、
ま
た
は
ひ
と
り
暮
ら

し
の
突
発
的
な
症
状
で
生
命
に
危
険
の
あ

る
持
病
を
お
持
ち
の
方
を
対
象
に
、
緊
急

通
報
装
置
の
貸
与
を
行
っ
て
お
り
ま
す
。

町
内
の
同
一
区
域
内
に
、
お
子
様
が
お

住
み
の
方
に
は
、
貸
与
で
き
ま
せ
ん
。

■
貸
与
費
用

設
置
工
事
費

１
，４
９
１
円
（
設
置
時
）

電
池
代　

４
０
０
円（
2
年
に
一
回
）

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課

生
き
が
い
活
動
支
援
通
所
事
業

65
歳
以
上
の
ひ
と
り
暮
ら
し
高
齢
者
等

（
介
護
保
険
法
に
規
定
す
る
要
支
援
・
要

介
護
と
認
定
さ
れ
た
方
は
除
く
）
で
、
家

に
閉
じ
こ
も
り
が
ち
な
方
を
対
象
に
有
田

川
町
公
共
施
設
に
お
い
て
、
娯
楽
・
機
能

訓
練
等
の
サ
ー
ビ
ス
を
行
う
事
業
で
す
。

こ
の
事
業
に
は
利
用
料
が
必
要
で
す
。

■
問
い
合
わ
せ
／
金
屋
庁
舎
長
寿
支
援
課
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